
第５章 今後の取り組みああ
（５）学研高山地区第２工区まちづくりロードマップ
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令和４年６月時点の案であり、変更となる場合があります。
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まちづくり協議会
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令和８年度〜
(2026)取り組み項目 〜令和２年度

(2020)
令和３年度(2021) 令和４年度(2022) 令和５年度(2023) 令和６年度(2024) 令和７年度(2025)

・総会、役員会の開催

・勉強会の開催

・意向調査 等

・事業推進に向けたアドバイス

・マスタープラン改定に関する助言

・事業間の整合性、マスタープランとの整合性に関する確認

・まちづくりの共通認識

・産学官民連携によるまちの将来像についての意見交換 等

・施行区域の設定

・基本計画（土地利用計画等）の作成

・権利調査（固定資産税課税標準額等調査）

・事業計画素案（資金計画書等）の作成

・準備組合への参加促進

・事業計画素案の合意形成 等

・事業参画可能性の検討

・個別地区まちづくり

協議会設立準備

（適宜、事業アドバイザーの募集を行う）

・関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針

・関西文化学術研究都市（奈良県域）の建設に関する計画

・都市計画道路

・都市計画道路に係る広域調整

（奈良県、京都府、精華町、京田辺市）

・土地区画整理事業、土地区画整理促進区域

・地域地区 等

関係機関協議

まちづくり検討会
マスタープラン

全体地権者の会

事業者ヒアリング 事業アドバイザー募集

事業アドバイザー

マスタープラン素案

協議会設立準備
・測量・調査・設計の実施

・事業計画案（概算事業費、収支計画等）の作成

・土地評価基準案及び換地設計基準案の作成

・認可図書（定款、設計の概要等）作成

・組合への参加促進・事業計画案の合意形成 等

個別地区土地区画整理準備組合
連携

新たなまちづくり支援組織

・仮換地指定

・造成工事

・保留地処分

・換地処分・清算金

個別地区土地区画整理組合事業着手

・土地区画整理事業認可

・用途地域変更

・環境影響評価協議

個別地区 法的協議
手続き完了

任意団体：地権者の加入・事業への仮同意任意団体：地権者の賛同 法定組合：地権者の2/3以上の同意

個別地区 都市計画変更等

事業完了

全体 都市計画変更等

事業着手
〜造成

〜施設立地

〜5年程度想定〜

業務代行者事業協力者事業アドバイザー
個別地区まちづくり協議会
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